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BPO 青少年委員会は、多くの視聴者意見が寄せられた日本テレビ放送網（以下、日本

テレビ）『絶対に笑ってはいけない地球防衛軍 24 時！』（2013 年 12 月 31 日放送）につ

いて、日本テレビに番組の制作意図などの報告書の提出を求めるとともに、制作および

コンプライアンス担当者を招いて意見交換を行いました。日本テレビにはまず、貴重な

時間を割き、率直に意見を交換して対応していただいたことに感謝申し上げます。 
今後各放送局にも考えていただきたい論点が含まれることから、審議の結果、下記の

とおり「委員会の考え」を公表することとしました。 
 
■日本テレビとの意見交換を受けての、BPO 青少年委員会の考え方 
 
日本テレビは 1989 年より、レギュラー番組として『ダウンタウンのガキの使いやあら

へんで』の放送を開始し、お笑いの限界に挑戦するユニークな企画を次々と編み出して

多くの視聴者に支持されてきました。『絶対に笑ってはいけない地球防衛軍 24 時！』は

2006 年に始まったそのスペシャル版で、8 回目となる今回は 2013 年 12 月 31 日 18 時

30 分から 24 時 30 分の 6 時間にわたり放送されました。 
その一部のシーンに対して、表現の過激さや卑わいであることへの不快感や嫌悪感、

また、子どもが真似をするのではないかと危惧する視聴者意見が BPO に多数寄せられま

した。とくに①「芸人が肛門に粉を注入してパンツを脱ぎ、別の芸人の顔面におならと

ともに噴きつける」、②「ふんどし姿の芸人の股間に向けてロケット花火を噴射する」、

③「産着姿の中年男性のおむつ交換（局部のみ映像処理）」の 3 つのシーンへの意見が多

くありました。 
日本テレビの回答では、①と③のシーンは「過去も放送」したことがあり、また、②

のロケット花火については「安全性を高める改良を施した」上での演出であり、「『マネ

をしないでください』とスーパーを計 2 回入れた」こと、制作担当者からはいずれも「不

快だった人もいるかもしれないが」「笑ってもらえると腹をくくって制作した」との説明

がありました。 



以上を踏まえて、青少年委員会が何を問題と考えたのか、以下に 2 つの論点を挙げま

す。 
 
まず第 1 に、「表現上の配慮」です。 
バラエティー番組は時に放送の限界に挑戦し、新たな笑いの文化を生み、視聴者の心

を解放し活力を与えるという大きな働きがあります。それは同時に視聴者の喜怒哀楽や

感受性を直接刺激し、日常生活の価値志向にも影響を与えることを意味します。このた

め作り手は常に社会の動きにアンテナを張りめぐらせ、視聴者の動向をも見据える必要

があります。つまり、表現の内容が視聴者に与える影響は時代の価値観や社会のあり方

に規定されると考えられ、過去に放送したから今回もよいという考え方は放送の一般原

則となるわけではないことになります。 
とくに、①「顔面におならとともに肛門から粉を吹き付けるシーン」と③「中年男性

のおむつ交換のシーン」に対しては、視聴者から「えげつない内容で放送するに値しな

い」「不快極まりなくチャンネルを替えた」などの意見が多数届きました。それまで楽し

んで見ていたのに、その特定の場面によって視聴を打ち切り、番組を不愉快と受け止め

た視聴者がほかにも多くいたことが予測される意見でした。日本テレビからは、①につ

いては「芸人の持ちネタであり、粉を吹き付けられる側もレギュラーの芸人を起用」、③

については「ベテラン制作スタッフのキャラクターで恒例の企画」と、いずれもプロフ

ェッショナルの芸で、すべて演出の範囲内との説明がありました。しかし視聴者がここ

で問題にしたのは出演者がプロか否か、演出かどうかということではなく、行為の下品

さや卑わいさ、人間に対する否定的な扱いへの違和感であり、バラエティー番組のボー

ダーラインを超えているという不快感だったと考えます。 
青少年委員会は 2007 年 10 月 23 日に「出演者の心身に加えられる暴力に関する見解」

を公表し、そのなかで中高生モニターが「出演者をいたぶる暴力シーンや人間に対する

否定的な扱い」に対して不快感を表明しています。中高生の認識は多くの一般視聴者の

認識と通ずるものと考えてよく、今回は直接的な暴力とはいえないものの、逃げないよ

う頭を押さえ付けられた状態で顔に肛門から粉を吹き付けられたり、中年男性がおむつ

交換されたりする行為を素直に笑い飛ばすことができない視聴者が多数いたことに留意

していただきたいと思います。 
また、②「芸人の股間にロケット花火を噴射するシーン」については、安全性を充分

に配慮した上で真似をしないようスーパーで注意喚起したということ、その配慮は多と

したいと思いますが、子どもの視聴者を想定すると、視聴者意見のなかにあった「子ど

もはなんでも真似をする可能性があり、真似をしないでくださいとあれば余計に真似し

たくなるもの」という声は無視できないものと考えます。安全への配慮がないまま真似

する子どもが出てくる可能性は否定できないのです。当委員会が発表した「バラエティ

ー系番組に対する見解」（2000 年 11 月 29 日）にあるように、青少年はテレビに多大な

影響を受け、放送されたものを社会的に肯定されたものと考えて行動の基準とする傾向



があります。安全性に配慮するのは当然のこととして、視聴者、とくに青少年がどう見

るかという点には細やかに想像力を働かせていただきたいと考えます。 
③「赤ちゃんに扮した中年男性出演者のおむつ交換のシーン」についてはもう一点、

おむつ交換を行っている同じ部屋に看護師役の女性出演者がいたことについて、とくに

女性の視聴者から「あってはならない光景だ」「（局部を画面処理で）隠していればいい

というわけではない」などの意見が寄せられました。これに対しては制作担当者から、

この女性は「出演料をお支払いしているプロフェッショナルの出演者」で、女性も内容

を了解した上での出演であるとの回答がありました。しかし、双方了解の上であったと

しても、視聴者は女性が下半身を顕わにした男性の前に立たされて目線をはずさざるを

えない状態に置かれている構図と捉え、セクハラまがいの演出と受け取っている事実が

あることを真摯に受け止めていただきたいと思います。番組が男性目線で制作されてお

り、女性の視聴者がどのように見るかという配慮と想像力が十分でなかったのではない

かと考えます。 
 
第 2 に、「放送基準と放送の公共性」についてです。 
青少年委員会は、現代の日本でバラエティー番組がもつ意味の大きさ、その重要性に

ついてはよく理解しているつもりです。日々笑いを提供し続けることの苦労についても

十分想像できますし、新たな笑いの創出のために快や不快、上品下品の境目で仕事をす

るということも分かっているつもりです。「下ネタ」も時と場合によっては見る者を開放

的にし、豊かな笑いをもたらすでしょう。社会を風刺する毒のある表現が、視聴者の憂

さ晴らしになることもあると思います。こうした番組づくりのために民放連の放送基準

等を杓子定規にあてはめるつもりはありません。それは本来「なんでもあり」のバラエ

ティー番組の萎縮につながりかねません。 
とはいえ、いつでもどこでも誰もが無料で視聴できる公共の地上波放送と、入場料が

必要な映画や舞台、ＣＳ放送などの有料チャンネルとではメディアの特性が異なり、表

現上の制約にも違いがあるということについては、制作側としてけじめをつけていてい

ただきたいということは改めて願わざるを得ません。社会のグローバル化が進む中、幼

児からお年寄り、外国人まで多様な視聴者が見る公共性の高い地上波放送においては、

課金システムのメディア以上の配慮が必要であることはいうまでもありません。もちろ

んそのような制約があるからこそ、ギリギリの境界線上のせめぎあいの中で新しい笑い

も生まれるのでしょうし、また視聴者からの批判や反発が新たな企画を生む原動力とな

ることもあるとは思います。 
しかし、上記の 3 つのシーンに関しては、視聴者からの意見の届き方から見ても、ま

た私どもが視聴し審議した結果からも、少なからぬ視聴者がおもしろいと感じることが

できなかったことは事実といわざるを得ません。「おもしろければなんでもいいというの

は傲慢」「ネタ切れならやめればいい」といった厳しい意見も届いています。バラエティ

ー番組づくりが、過去のネタの自己模倣やセクハラまがいの演出で笑いをとらざるをえ



なくなっている方向に向かっているのではないかという危惧も抱かされます。批判し落

胆を表明した視聴者には、番組が放送時間の最後に発信した「笑顔でいたい 笑って生

きたい」（替え歌） “今年も笑いが溢れる一年になりますように…”（スーパー）とい

う重要なメッセージが残念ながら届かなかったのです。 
日本テレビからは繰り返し、「個別のシーンではなく番組の全体を見て判断してほし

い」との要望がありました。本件の担当委員は事前に全体を視聴した上で意見交換に臨

んでおります。しかし、青少年委員会は番組全体のメッセージが正しければ個別のシー

ンに逸脱があってもその評価が緩和されるわけではないと考えます。また、民放連放送

基準は放送局が自主的に定めた番組づくりの基準なのですから、常にそこに立ち返って

番組を制作していただきたいとお願いしているものです。委員会から基準に照らして問

題であるとの指摘があれば、日頃からこうした基準を大事にして番組をつくってほしい

という促しのためと、ご理解いただきたいと思います。ちなみに青少年委員会は独自に

番組全体の評価は行いませんし、行うことができるとも考えておりません。あくまでも

視聴者の意見をきっかけに判断をすることが仕事だと考えています。 
つまり、番組全体のメッセージがいかに優れたものであったとしても、細部において

社会通念を逸脱したものがあれば、表現の自由を最大限に考慮した上で、その是非を問

うことが必要だと考えているということです。逆にいえば、個々のシーンに配慮が足り

なかったがゆえに番組全体のメッセージが視聴者に理解されないようなことを無くすべ

く、視聴者と放送局の間に立って放送局と議論を重ね、番組の向上を目指すことが青少

年委員会の務めと思っています。 
 
 
青少年委員会は、青少年に番組が与える影響をできるだけポジティブなものとするた

めに、局側が気づかない視点を提示したり、安易に番組を作成したため結果として逆の

効果を生んでいる等の問題を指摘したりして、それを克服するための方策を探ってもら

うこと、青少年たちがよい番組として認知しているものや理由を伝え参考にしてもらう

こと等、結果として青少年によい影響を与え得る番組の制作、番組向上への気運を高め

ることを大事なミッションとしています。そのため、番組内容、制作過程等について局

側と率直な意見交換をすることが重要な手法となると考えています。 
すぐに意見の一致が得られるわけではないということは承知しています。しかし、意

見交換を行うことは決して無駄ではなく双方への理解を深める貴重な機会となるはずで

す。今後もよりよい番組作りのために各放送局と意見交換を行い、ともに考え続けるこ

とができればと願っております。 
 

以上 

  


